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　北　　第　　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長　　　　　　　　　　


国民健康保険料の納付について

　あなたが納めるべき国民健康保険料について、滞納となっている保険料があります。
　納期限から１年間を経過したときは、国民健康保険法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により、療養の給付又は入院時食事療養費等の支給に代えて、特別療養費を支給しなければなりませんので、滞納となっています国民健康保険料を速やかに納付されますようお願いいたします。
　このまま納付されなければ、特別療養費の支給の対象となります。
　なお、納付できない「特別な事情（国民健康保険法施行令第28条の6及び第28条の7－裏面参照）」があるときには、別紙「特別の事情に関する届出書」に記載し、下記の期限までに国保医療課にご相談ください。（届出書を市に郵送されても事情を伺わなければ認定できませんのでご了承ください）
　また、世帯の中に「原爆一般疾病医療費の支給等」の受給者がいる場合は、国民健康保険法第54条の3第1項の規定により、受給者については特別療養費の支給対象者から除外されますので別紙「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書」を提出願います。


年　　月　　日現在の納付状況で作成
　　
１. 納期限から1年を経過する又は
1年を経過した保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
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	賦課年度
	期別
	納期限

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



２. 特別な事情に関する届出書の提出期限　　　　　年　　月　　日


■この書状と行き違いにすでに納付（納入）のときはご容赦ください。

　■納付できない事情があるときには、下記にて納付に係る相談をお受けします。

　　　保健福祉部国保医療課　　　　　［電話０１５７－２５－１１３０］
　　　端野総合支所保健福祉課　　　　［電話０１５７－５６－２１１７］
　　　常呂総合支所保健福祉課　　　　［電話０１５２－５４－２１１４］
　　　留辺蘂総合支所保健福祉課　　　［電話０１５７－４２－２４２５］

※裏面もご覧ください。
	
○「特別の事情に関する届出」とは
　世帯主が、保険料を納付することができない特別な事情がある場合に国民健康保険法施行規則第27条の5の4により北見市（保険者）に届書の提出が必要となります。

◆国民健康保険法施行令第28条の6各号及び第28条の7に規定する特別の事情とは
　１　世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
　２　世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
３　世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
　４　世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
　５　前各号に類する事由があったこと。

○「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出」とは
　　世帯主は、別紙届書裏面にある医療を受ける被保険者がいる場合には国民健康保険法施行規則第27条の5の5により北見市（保険者）に届書の提出が必要となります。







